
第１号議案 東三河都市計画道路の変更について 

内容及び関連する事項 理  由 

（第１号議案） 

東三河都市計画道路の変更 

◎全線廃止及び一部区間の廃止(県決定)

全９路線 

○３・４・15号亀穴線（豊川市）

・ 一部区間の廃止

廃止延長 約1,530m

変更前 変更後 

延長 4,240m 2,710m 

○３・４・24号中通線（豊川市）

・ 一部区間の廃止

廃止延長 約1,910m

変更前 変更後 

延長 10,490m 8,580m 

○３・４・31号町並線（新城市）

・ 一部区間の廃止

廃止延長 約1,580m

変更前 変更後 

延長 2,960m 1,380m 

○３・４・42号大岩富士見線（豊橋市）

・ 路線の廃止

廃止延長 約3,330m

○３・５・55号柑子三上線（豊川市）

・ 路線の廃止

廃止延長 約2,770m

○３・４・68号野田城線（新城市）

・ 路線の廃止

廃止延長 約1,930m

道路整備を取り巻く社会経済情勢の変

化を踏まえ、愛知県都市計画道路見直し

方針(平成 30 年 8 月)に基づき、亀穴線ほ

か８路線(県決定)を全線廃止及び一部区

間の廃止をする。 

また、３・５・47 号外郭線ほか６路線(市

決定)を全線廃止及び一部区間の廃止を

する。 

これらの変更に伴い、１･４･１号名豊道

路ほか 11 路線について、区域及び構造を

変更するものである。 
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○３・５・70号平尾線（豊川市） 

 ・ 一部区間の廃止 

   廃止延長 約1,410m 

 変更前 変更後 

延長 2,830m 1,420m 

 

○３・４・75号前芝国府線（豊橋市、豊川市） 

 ・ 路線の廃止 

   廃止延長 約5,630m 

 

○３・４・76号的場線（新城市） 

 ・ 一部区間の廃止 

   廃止延長 約730m 

 変更前 変更後 

延長 830m 100m 

 

------------------------------------- 

[参考] 

◎全線廃止及び一部区間の廃止(市決定) 

全７路線 

○ ３・５・47号外郭線（豊橋市決定） 

 ・ 一部区間の廃止 

   廃止延長 約480m 

 変更前 変更後 

延長 10,570m 10,090m 

 

○ ３・４・301号下地牛川線（豊橋市決定） 

 ・ 名称変更 

 ・ 一部区間の廃止 

   廃止延長 約1,080m 

 変更前 変更後 

名称 下地牛川線 牛川緑ヶ丘線 

延長 4,450m 3,370m 
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○ ３・４・302号山田原線（豊橋市決定） 

 ・ 名称変更 

 ・ 一部区間の廃止 

   廃止延長 約2,210m 

 変更前 変更後 

名称 山田原線 山田三弥線 

延長 10,330m 8,120m 

 

○ ３・５・315号前芝西小坂井線 

（豊橋市決定） 

 ・ 路線の廃止 

   廃止延長 約300m 

 

○ ３・４・404号前芝西小坂井線 

（豊川市決定） 

・ 名称変更 

・ 一部区間の廃止 

   廃止延長 約1,380m 

 変更前 変更後 

延長 約1,840m 約460m 

 

○ ３・４・408号御馬上佐脇線（豊川市決定） 

 ・ 名称変更 

 ・ 一部区間の廃止 

   廃止延長 約1,960m 

 変更前 変更後 

名称 御馬上佐脇線 向道下佐脇線 

延長 2,760m 800m 

 

○ ３・４・201号入船線（新城市決定） 

 ・ 一部区間の廃止 

   廃止延長 約610m 

 変更前 変更後 

延長 2,690m 2,080m 

------------------------------------- 
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◎交差箇所数等の変更(県決定) 

全12路線・25箇所 

○１・４・１号名豊道路（豊橋市、豊川市） 

 ・ 区域の変更 

隅切り部の削除、側道部追加   

２箇所 

 

○１・４・２号名豊道路（豊橋市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    １箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
５箇所 ４箇所 

 

○３・４・１号国道1号線（豊橋市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    ３箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
27箇所 24箇所 

 

○３・３・２号豊川新城線（新城市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    ３箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
７箇所 ４箇所 

 

○３・２・４号東三河環状線（豊橋市、豊川市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    ３箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
33箇所 30箇所 
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○３・３・８号石巻赤根線（豊川市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    ２箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
26箇所 24箇所 

 

○３・４・19号桜町千両線（豊川市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    １箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
７箇所 ６箇所 

 

○３・４・24号中通線（豊川市） 

 ・ 区域の変更 交差点部幅員  

１箇所 

 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    ３箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
15箇所 12箇所 

 

○３・３・28号姫街道線（豊川市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    １箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
17箇所 16箇所 

 

○３・４・30号前田豊川線（豊川市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    １箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
８箇所 ７箇所 
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○３・３・33号名豊線（豊橋市、豊川市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    ３箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
28箇所 25箇所 

 

○３・４・46号沖野線（新城市） 

 ・ 幹線街路との交差箇所数の変更 

    １箇所減 

 変更前 変更後 

交差

箇所 
３箇所 ２箇所 
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第２号議案 小牧市における特殊建築物の敷地の位置について 

内容及び関連する事項 理  由 

（第２号議案） 

１ 申 請 者  

   住 所 愛知県瀬戸市西長根町 37 番地の 10 

   氏 名 中部スチール株式会社 

        代表取締役 小山 佳延 

 

２ 名 称 

中部スチール株式会社木材チップ工場 

 

３ 位 置 

  小牧市大字大草字藤助洞 3113 番４他 13 筆 

 

４ 敷地面積 

2,998.88 ㎡ 

 

５ 参 考 

（1）処理能力 

木くずの破砕             54.0 ｔ/日 

 

（2）建築物 
 

建 物 
構 造 

階 数 
建築面積 延べ面積 

工場 
鉄骨造 

平屋建 
374.79 ㎡ 374.79 ㎡ 

事務所 
鉄骨造 

２階建 
44.07 ㎡ 75.80 ㎡ 

合 計  418.86 ㎡ 450.59 ㎡ 

 

申請者は、産業廃棄物処分

業を行うことを目的に、申請地

において、木くずの破砕処理施

設を計画したところ、破砕施設

の処理能力が５ｔ/日を超えるた

め、建築基準法第 51 条ただし

書の規定による許可が必要とな

ったものである。 

なお、公害対策には万全を

期するとともに敷地内の緑化に

努め、環境には十分配慮する

計画である。 
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第３号議案 稲沢市における特殊建築物の敷地の位置について 

内容及び関連する事項 理  由 

（第３号議案） 

１ 申 請 者 

   住 所 稲沢市福島町沢西 95 番地の１ 

   氏 名 コスモリサイクル株式会社 

        代表取締役 三根 健一 

 

２ 名 称 

   コスモリサイクル 株式会社 

 

３ 位 置 

   稲沢市福島町沢西 89 番１他 19 筆 

 

４ 敷地面積 

   9,758.58 ㎡ 

 

５ 参 考 

（１）処理施設 

廃プラスチック類の破砕 459.72 ｔ/日 

木くずの破砕 699.22 ｔ/日 

 

（２）建築物 
 

建 物 構 造 階 数 建築面積 延べ面積 

既
設 

事務所 鉄骨造 ２階建 142.40 ㎡ 283.48 ㎡ 

倉庫（１） 鉄骨造 ２階建 48.00 ㎡ 96.00 ㎡ 

作業場 鉄骨造 平屋建 101.50 ㎡ 101.50 ㎡ 

油圧ユニット室 鉄骨造 平屋建 44.37 ㎡ 44.37 ㎡ 

機械室 鉄骨造 平屋建 22.00 ㎡ 22.00 ㎡ 

工場棟（１・２・３） 

保管庫（１・A・B） 
鉄骨造 平屋建 968.06 ㎡ 968.06 ㎡ 

キャノピー 鉄骨造 平屋建 20.00 ㎡ 20.00 ㎡ 

倉庫（２） 鉄骨造 平屋建 200.00 ㎡ 200.00 ㎡ 

新
設 

工場棟（４） 鉄骨造 平屋建 1,500.00 ㎡ 1,500.00 ㎡ 

合 計  3,046.33 ㎡ 3,235.41 ㎡ 

 

申請者は、平成７年に産業

廃棄物処分業の許可を受け、

中間処理を行っており、平成19

年及び平成25年に建築基準法

第51条ただし書等許可を受け

廃棄物処理事業を行っている。 

このたび、事業拡大に伴い

敷地を西側へ拡張し、破砕施

設の新設及び更新を行うにあ

たり、前回許可を受けた処理能

力の1.5倍を超えることとなった

ため、改めて建築基準法第51

条ただし書の規定による許可が

必要となったものである。 

なお、公害対策には万全を

期するとともに敷地内の緑化に

努め、環境には十分配慮する

計画である。 
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参考資料  

 

第４ 号議案  

 

名 岐 道 路 の都 市 計 画 決 定 に関 する 

愛知県都市計画審議会環境影響評価

調査専門部会の設置について 

 
参考資料１ 

 

・・・愛知県都市計画審議会環境影響評価調査専門部会要綱 

 

参考資料２ 

 

・・・名岐道路の都市計画及び環境影響評価手続について 

 

 










